
介護報酬の１割自己負担を含めた利用者負担額（認知症対応型共同生活介護費Ⅱ）

月 額（円）
医療連携体制
加算ハ（Ⅰ） ★以下参照

処遇改善加算
Ⅱ

22,470 - 280 4,050

22,590 1,110 280 4,268

23,640 1,110 280 4,455

24,360 1,110 280 4,584

24,840 1,110 280 4,669

25,350 1,110 280 4,760

介護報酬の２割自己負担を含めた利用者負担額（認知症対応型共同生活介護費Ⅱ）

月 額（円）
医療連携体制
加算ハ（Ⅰ） ★以下参照

処遇改善加算
Ⅱ

44,940 - 280 8,049

45,180 2,220 280 8,487

47,280 2,220 280 8,861

48,720 2,220 280 9,117

49,680 2,220 280 9,288

50,700 2,220 280 9,470

介護報酬の3割自己負担を含めた利用者負担額（認知症対応型共同生活介護費Ⅱ）

月 額（円）
医療連携体制
加算ハ（Ⅰ） ★以下参照

処遇改善加算
Ⅱ

67,410 - 280 12,049
67,770 3,330 280 12,706
70,920 3,330 280 13,266
73,080 3,330 280 13,651
74,520 3,330 280 13,907
76,050 3,330 280 14,179

37
6

★協力医療機関連携加算 100
17.8%

内訳

①月々の諸経費【介護保険適用外となるご利用料金】 ②認知症対応型共同生活介護費Ⅱ

（税込み） （30日換算） （３０日換算） １単位＝１０円

項　目 円／日 月額（円） ※　参　考 介護区分 単位／日
1割負担
月額（円）

2割負担
月額（円）

3割負担
月額（円）

室　料 1,335 40,000 食事代の明細（円） 要支援　２ 749 22,470 44,940 67,410

食材料費 1,480 44,400 朝食 400 要介護　１ 753 22,590 45,180 67,770
光熱水費
管理費 1,100 33,000 昼食 530 要介護　２ 788 23,640 47,280 70,920
諸経費小計 117,400 夕食 550 要介護　３ 812 24,360 48,720 73,080

☆医療費・介護用品費（おむつ等）については個人負担となります。 要介護　４ 828 24,840 49,680 74,520

☆室料は、消費税がかかりません。 ※おやつ代は食事代に含む 要介護　５ 845 25,350 50,700 76,050

※ 下記算定基準を満たした場合は加算させていただきます。

単位/日

30

〈ア〉246

〈イ〉  30

120

250

400

④入居時敷金

グループホームこころ　利用料金表

　令和7年11月1日より、こころとしての加算の見直しを行いました。

介護区分 諸経費（円）
月額合計（円）

※税込み

要支援　2 117,400 144,200

要介護　1 117,400 145,648

要介護　2 117,400 146,885

要介護　3 117,400 147,734

要介護　4 117,400 148,299
要介護　5 117,400 148,900

介護区分 諸経費（円）
月額合計（円）

※税込み

要支援　2 117,400 170,669

要介護　1 117,400 173,567

要介護　2 117,400 176,041

要介護　3 117,400 177,737

要介護　4 117,400 178,868
要介護　5 117,400 180,070

介護区分 諸経費（円）
月額合計（円）

※税込み

要支援　2 117,400 197,139
要介護　1 117,400 201,486
要介護　2 117,400 205,196
要介護　3 117,400 207,741
要介護　4 117,400 209,437
要介護　5 117,400 211,239

※加算について･･･３０日で算出（目安としての金額）
医療連携体制加算ハ（Ⅰ） 急性期における医師や医療機関との連携体制（単位/日）要支援２の方は加算されません。

★サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 人材を確保し、質の高いサービス提供を行う介護施設・事業所を評価する加算（単位/日）

嘱託医や主治医と常時連携体制を構築して、入居者様の体調管理を目的とする加算（単位/月）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員の人材確保とサービスの質の向上を図る目的とした加算（所定単位数にサービス別加算率（17.8％）を乗じた単位数

③加算利用料

項　　　目 内　　容

初期加算 入所日から起算して30日以内の期間のみ加算

入居者の入退院支援の取組

入院後3ヶ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合
には、1月に6日を限度として一定単位の基本報酬の算定を認める

医療機関に1ヶ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算の算定を認める

　敷金については、入居時に１５０,０００円をお預かりします。なお、敷金については利用者の故意・過失、その他の通常使用
を超えるような使用による損耗・棄損があった場合は、復旧する際の原状回復費用を差し引いて、退去時に残額を返還いたし
ます。

　※　９０日以内の退去の場合でも、原状回復の費用負担については請求させていただきます。
尚、ご不明な点がございましたら、西山までご連絡くださいませ。

若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症患者を受入れ特性やニーズに応じたサービスを行った場合に加算される

退所時情報提供加算 退所後に医療機関へ情報提供を行った場合加算される　（利用者様1人につき１回まで）

退去時相談援助加算 退去時に退去後の居宅サービスの相談援助を行った場合加算される　（利用者様1人につき１回まで）


